
９ 生徒心得〈貴志川高校生として〉 

１ 遅刻防止について 

   学校生活は、決められた時間までにゆとりを持って行動することが基本になります。 

   ５分前行動を心がけるとともに、次の点を守ろう。 

   （１）８時３５分以前に校門を通過すること。 

   （２）ＳＨＲが始まるまでに、生徒は教室に入り、着席して待つこと。 

   （３）遅刻または欠席をする場合は、担任に必ず届けること。 

２ 授業を受ける態度について 

    学校生活は、授業が整然と行われることが大切です。授業の迷惑にならないようにしよう。 

   （１）授業開始のチャイムが鳴ったら、教科書を用意して着席して待つこと。 

   （２）授業は、服装を整えて受けること。 

   （３）授業の始めと終わりの挨拶をきちんとすること。 

      （４）１０分間の休憩時間は、次の授業の準備時間であることを認識すること。 

   （５）課題の時間は、所定の場所で静かに課題に取り組むこと。 

      （６）自分勝手に授業を受けないなどの行為をしないこと。 

      （７）授業や学校生活に関係のない雑誌やｹﾞｰﾑ機、その他の物品を持参しないこと。 

   （８）携帯電話等の持ち込みは、厳禁する。 

３ 早退・外出について 

   登校後無断で校外に出ることは、禁止されています。次の点について守ろう。 

      （１）早退・外出を希望する生徒は必ず、担任（副担任）に届け出て、許可証をもらう     

こと。 

      （２）無断外出・無断早退をしないこと。 

４ 服装・頭髪について 

    服装規定を守りましょう。 

（１） 学校指定の制服を着用すること。 

ブレザー・夏冬シャツ・ズボン・スカートおよびオプション品のベスト、セーター、

カーディガンは、全て指定をしています。また、長期休業中・休日に登校する際は、

制服またはｸﾗﾌﾞ指定の服装に限ります。 



（２）スカートを短くしたり、ジャージ・スウェット・ルーズソックス・レッグウォーマー

は禁止する。 

   （３）頭髪は、パーマ・染色・脱色・エクステンションは、一切禁止しています。 

   （４）口紅・マニキュア・付けまつ毛・アイシャドー等の化粧や、指輪・ネックレス・イヤ

リング・ピアス 

     ・派手なヘアピンなどの装身具の着装は禁止する。 

   （５）服装・頭髪の違反(面接試験に対応していない)については、再登校指導を実施 

     します。 

   （６）地毛登録の必要な生徒は、届出をすること。 

     染色・脱色・アイロン等の熱で変色した者は、地毛登録出来ません。 

５ 集会について 

      （１）開始時間に遅れないよう指定された場所に移動し、早めに整列すること。 

   （２）集会時は、私語を慎み静粛にすること。また、姿勢にも気を配り、しっかりと 

     話を聞きましょう。 

６ アルバイトについて（アルバイト届・保護者誓約書） 

   原則として禁止しています。学校生活に全力を傾け､学習･部活動などに積極的に励み、 

  充実した高校生活を送ろう。なお、特別な事情がある場合は、保護者・担任と相談して 

  アルバイト届・保護者誓約書を提出すること。 

７ 礼儀について 

   挨拶および言葉づかいは、お互いのコミュニケーションを深める基本です。 

   挨拶をかわし、いつも正しい言葉づかいを心がけ、礼儀正しい行動をしよう。 

８ 夜間の外出について 

   夜間の外出は、事件や事故に巻き込まれる危険性が高くなります。 

      遅い時間の帰宅とならないように。 

    ◇  午後１０時～午前４時の外出は、深夜徘徊(はいかい)として補導の対象 

      （和歌山県青少年健全育成条例 第２０条・２２条） 

 

 



９ 交通安全指導について 

   自他の生命尊重の精神に鑑み、交通ルールやマナーを守り、他人に迷惑をかけないよう 

  にしよう。 

 ※ 登下校のマナーについて 

     [Ａ] 電車・バス通学生 

            ◇ 不正乗車は、絶対にしないこと。 

            ◇ 乗車マナーをわきまえ、他人に迷惑をかけないこと。 

            ◇ 駅、バス停周辺では地面に座り込んだりゴミを散らかさないこと。 

      ◇ 駅、バス停まで自転車を利用する生徒は、違法駐輪をしないこと。 

      [Ｂ]  自転車通学生（自転車通学許可願） 

            ◇ 登下校に使用する自転車に必ず学校指定のステッカーを貼付すること。 

            ◇ 信号無視・二人乗り・携帯電話の使用運転・傘さし運転･夜間無灯火など 

       道路交通法に違反をしないこと。 

      ◇ 定期的に整備点検を行うこと。（ツーロック等の盗難防止対策） 

      ◇ 登校後は、駐輪マナーを守り、指定された場所に整然と駐輪すること。 

      [Ｃ]  原付通学許可生（原付通学許可願(保護者誓約書) 

            ◇ 下記の原付通学許可区域・条件に該当する生徒で原付通学を希望する生徒は、所

定の手続きをすること。（ただし、排気量５０ｃｃ以下に限る） 

      ◇ 原付通学許可区域・条件 

        （１）鞆渕中学校区全域。 

        （２）打田中学校区全域。 

        （３）打田中学校区より東の地域。 

        （４）野上中学校区全域。 

        （５）巽中学校区全域。 

        （６）美里中学校区全域。 

        （７）長谷毛原中学校区全域。 

        （８）荒川中学校区（旧桃山中学校区） 

              ① 黒川・野田原・高野・善田・脇谷・大原の各地域 



             ② 調月・竹房・神田の各地域ついては、担任意見を参考に特別許可。 

        （９）東海南中学校区のうち、中野上小学校区・南野上小学校区 

        （10）岩出市内は、粉河加太線より北の地域（境谷・紀泉台・相谷・原・ 

          安上・西安上・根来・山田・北大池・東坂本・今畑・押川・桜台・山） 

        （11）その他、身体的事情等必要に応じて特別に審議。 

       ☆ その他 

      ◇ 免許取得のための講習会等への参加について、授業（学校行事）を欠席して 

       参加することは認めない。 

            ◇ 使用する原付車両には必ず学校指定のステッカーを貼付すること。 

            ◇ 時間にゆとりを持って遅刻せず登校すること。また、交通ルールを厳守し、 

       事故に遭わないよう、起こさないよう安全運転を心がけること。 

       （常に危険予測を忘れずに） 

            ◇ 定期的に整備点検を行うこと。また、保険の更新を忘れないこと。 

      ◇ 単車通学生安全実技講習会に必ず参加すること。 

10 窃盗・万引き・占有離脱物横領について 

   窃盗・万引き等の行為は、絶対に許されません。例え捨てている物でも無断で私物化 

  することは、占有離脱物横領という窃盗になります。他人の自転車などの一時的な無断 

  使用も窃盗です。無断で他人の物に手を触れないように。 

 ※ 『被害者にならないために』 

   （１）不必要な現金や物品は、学校に持ってこないこと。 

   （２）教室・更衣室・部室には貴重品を置かないこと。（自己管理の徹底） 

      （３）自転車は、必ず施錠をすること。（ツーロック推奨） 

   （４）他の教室へは無用に出入りしないこと。 

11 暴力・いじめについて 

   暴力行為・いじめは、いかなる理由があろうとも決して許されません（厳しく指導を 

  します）。被害を受けたり、現場に遭遇した場合は、すぐに最寄りの学校職員に連絡する 

  こと。また身体的接触がなくとも、言葉の暴力があることも肝に銘じておくこと。 

 



12 喫煙について 

   喫煙具所持および喫煙同席・喫煙の見張りは、喫煙行為と同等に指導します。 

    （ニコチンを含まない電子タバコも喫煙具と見なします。） 

13 携帯電話について 

   携帯電話等は、原則校内持ち込みを禁止します。校内では必ず電源を切って鞄に入れておく

こと。 

   授業中に携帯電話・スマートフォン等、携帯端末に触れた場合は、預かり指導を行います。 

  また、誹謗中傷など人を傷つける道具として利用しないこと。 

  



１０ 服装規定    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ Ａタイプジャケット  ○ Ｂタイプジャケット 

・中野裕通デザイン  ・中野裕通デザイン 

・３つボタンシングル  ・３つボタンシングル 

・オリジナルワッペン  ・オリジナルワッペン 

・オリジナルボタン  ・オリジナルボタン 

   

◇ Ａタイプ冬長袖シャツ  ○ Ｂタイプ冬長袖ブラウス 

・タッタソールシャツ  ・タッタソールシャツ 

   

◇ 指定セーター（Ａタイプ）  ○ 指定カーディガン（Ｂタイプ） 

   

◇ Ａタイプスラックス  ○ Ｂタイプスカート 

・中野裕通デザイン  ・中野裕通デザイン 

・２タックパンツ  ・２０本オールプリーツ 

・タータンチェック  ・タータンチェック 

 

 ［希望購入品］   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ［希望購入品］  

 ◇ Ａタイプ夏スラックス 

  ・中野裕通デザイン 

  ・２タックパンツ 

  ・タータンチェック 

 ◇ 夏半袖シャツ 

  ・タッタソールシャツ 

 ◇ 指定ベスト(オリジナルマーク) 

 

 ○ Ｂタイプ夏スカート 

  ・中野裕通デザイン 

  ・２０本オールプリーツ 

  ・タータンチェック 

 ○ Ｂタイプスラックス 

  ・中野裕通デザイン 

  ・１タックパンツ 

  ・ストライプ 

 ○ Ｂタイプ夏半袖ｵー ﾊﾞｰﾌﾞﾗｳｽ 

  ・タッタソールシャツ 

 ○ 指定ベスト(オリジナルマーク) 

 

 

 

 

Ａタイプ Ｂタイプ Ａタイプ夏 Ｂタイプ夏 



 〈制服着用規定〉 

 １ 冬服〔１０月１日～５月３１日めど〕 ・ 夏服〔６月１日～９月３０日めど〕 

 ２ 夏・冬とも下記の制服着用規定に従い、本校指定の「制服」を着用すること。 

 ３ 一切の変形を禁じる。 

 ４ セーター・カーディガン・ベストの着用については、学校指定品に限る。 

 ５ その他の禁止事項は、諸規定集９「生徒心得(貴志川高校生として)」を参照のこと。 

●印･･･必ず着用   △･･･着用可   ×･･･不可   

【Ａタイプ】 冬服 移行期間 夏服  【Ｂタイプ】 
冬

服 
移行期間 夏服 

ジャケット ● △ ×  ジャケット ● △ × 

スラックス ● △ ●  スカート ● △ ● 

冬長袖シャツ ● △ ×  冬長袖ブラウス ● △ × 

夏半袖シャツ △ △ ●  夏半袖オーバーブラウス × △ ● 

指定セーター △ △ △  指定カーディガン △ △ △ 

夏スラックス △ △ △  スラックス △ △ △ 

指定ベスト △ △ △  夏スカート × △ △ 

     指定ベスト △ △ △ 

 


